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㈱
葵
環
境
開
発〔
泉
町
9
3
5
番
地（
立
飛
企
業
内
）〕で
の
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
引
き
取
り
は
10
月
31
日
で
終
了
し
ま
し
た
問
ご
み
対
策
課
☎（
5
3
1
）5
5
1
7

時
～
午
後
４
時
、
12
月
１
日（
火
）午

後
１
時
～
４
時
場
市
役
所
１
階
多
目

的
プ
ラ
ザ

問
生
活
安
全
課
市
民
相
談
係
☎（
5

２
８
）４
３
１
９

障
害
年
金
の
相
談

　

社
会
保
険
労
務
士
が
障
害
基
礎
・

障
害
厚
生
年
金
を
受
給
す
る
条
件
や

手
続
き
の
方
法
な
ど
の
相
談
に
あ
た

り
ま
す
時
12
月
6
日（
日
）午
前
10
時

～
午
後
4
時
場
市
役
所
101
会
議
室
申

12
月
5
日（
土
）ま
で
に
電
話
か
、
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
希
望
時
間

帯
を
書
い
て
フ
ァ
ク
ス
で
立
川
麦
の

会
・
岡
田
さ
ん
☎
・
Fax（
5
0
7
）6

0
1
5
へ〔
電
話
は
午
後
6
時
以
降
〕

問
障
害
福
祉
課
・
内
線
1
5
2
1

市
議
会
定
例
会
が
閉
会

　

平
成
27
年
第
3
回
市
議
会
定
例
会

は
、
9
月
15
日
～
10
月
21
日
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
に
市
が
提
出
し
た
議
案

20
件
は
原
案
通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

内
訳
は
▼
専
決
処
分
1
件
＝
平
成
27

年
度
立
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
3
号
）▼
決
算
7
件
＝
平
成
26
年

度
立
川
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

な
ど
▼
条
例
7
件
＝
立
川
市
学
童
保

育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

な
ど
▼
補
正
予
算
3
件
＝
平
成
27
年

度
立
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第

4
号
）な
ど
▼
契
約
2
件
＝
立
川
市

公
共
下
水
道
西
砂
川
雨
水
第
10
幹
線

及
び
多
摩
川
上
流
処
理
区
西
砂
川
第

1
排
水
区
雨
水
枝
線
埋
設
工
事
請
負

契
約
な
ど

　

こ
の
ほ
か
、
議
員
提
出
議
案
1
件

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
請
願

1
件
、
陳
情
1
件
が
不
採
択
と
な
り

ま
し
た
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
7

公
務
員
の
方
へ

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
申
請
は
12
月
1
日
ま
で

　

公
務
員
で
、
次
の
2
つ
に
該
当
す

る
方
は
、
12
月
1
日（
火
）ま
で
に
子

育
て
推
進
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
可
）▼
勤
務
先
で
平
成
27
年
6

月
分
の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

（
所
得
制
限
限
度
額
以
上
で
児
童
1

人
当
た
り
月
額
5
0
0
0
円
の
場
合

を
除
く
）▼
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
申
請
書
を
持
っ
て
い
る

　

な
お
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
、

ま
た
は
申
請
書
に
受
給
証
明
の
記
載

が
な
い
場
合
は
、
勤
務
先
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係
・
内
線
1
3
5
0

生
活
や
仕
事
な
ど
で
困
っ
て

い
る
方
に
～
無
料
相
談
窓
口

　

市
は
、
次
の
よ
う
な
支
援
を
す
る

た
め
、
無
料
相
談
窓
口「
立
川
市
く

ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

●
支
援
内
容　

▼
経
済
的
な
問
題
を

は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え

た
方
の
相
談
を
聞
き
、
自
立
へ
の
支

援
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。
必
要
に
応

じ
て
、
自
立
に
向
け
た
プ
ラ
ン
を
作

成
し
ま
す
▼
就
労
に
関
す
る
相
談
・

支
援
を
行
い
ま
す
▼
離
職
等
に
よ
り

住
居
を
失
っ
た
方
、
失
う
恐
れ
の
あ

る
方
に
、
一
定
の
間
、
家
賃
相
当
額

を
支
給
し
ま
す
。
な
お
、
支
給
を
受

け
る
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
者　

市
内
在
住
で
、
離
職
等

に
よ
り
生
活
に
困
っ
て
い
る
方

●
開
設
場
所　

立
川
市
社
会
福
祉
協

議
会（
富
士
見
町
2
‒ 36 

‒ 47
総
合
福

　

市
は
市
民
参
加
に
よ
る
市
政
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
男
女
平
等

参
画
推
進
の
た
め
、
審
議
会
へ
の
女

性
の
積
極
的
な
参
加
を
求
め
て
い
ま

す
。環

境
審
議
会
市
民
委
員

　

市
長
か
ら
の
諮
問
に
応
じ
、
環
境

計
画
や
環
境
の
保
全
な
ど
に
関
す
る

基
本
的
事
項
を
調
査
・
審
議
し
ま
す

▼
対
象
＝
10
月
31
日
現
在
20
歳
以
上

で
、
市
内
に
引
き
続
き
3
か
月
以
上

在
住
し
、
平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席

で
き
る
方（
市
の
審
議
会
委
員
等
と

職
員
、
市
議
会
議
員
を
除
く
）▼
募

集
人
数
＝
3
人（
選
考
）▼
任
期
＝
委

祉
セ
ン
タ
ー
内
）

●
受
付
時
間　

午
前
8
時
30
分
～
午

後
5
時
15
分（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

問
立
川
市
く
ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
☎（
5
0
3
）4
3
0
8

犯
罪
被
害
者
等
支
援
パ
ネ
ル
展

　

犯
罪
に
よ
る
被
害
は
、
誰
の
身
に

も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
す
。
被
害
者

や
そ
の
家
族
・
遺
族
の
置
か
れ
て
い

る
状
況
を
周
り
の
人
々
が
理
解
し
、

支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
パ

ネ
ル
展
で
は
、
犯
罪
被
害
者
の
直
面

す
る
問
題
や
被
害
者
の
声
、
支
援
窓

口
を
紹
介
し
ま
す
。
立
川
警
察
署
に

よ
る
特
設
相
談
所
も
開
設
し
ま
す
。

直
接
会
場
へ
。

時
▼
パ
ネ
ル
展
＝
11
月
25
日（
水
）～

12
月
１
日（
火
）、
午
前
9
時
～
午
後

５
時〔
25
日
は
午
前
10
時
か
ら
〕▼
特

設
相
談
所
＝
11
月
25
日（
水
）午
前
10

嘱
の
日
か
ら
2
年
間（
会
議
は
年
2

回
程
度
）▼
報
酬
＝
1
回
1
万
8
0

0
円
申
11
月
30
日（
月
）〔
必
着
〕ま
で

に
任
意
の
用
紙（
原
稿
用
紙
な
ど
）や

市
で
配
布
す
る
申
込
書（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）

に
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
職
業
と

「
環
境
に
対
す
る
市
民
の
役
割
と
あ

な
た
の
思
い
」（
7
0
0
字
～
9
0
0

字
）を
書
い
て
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、

E
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
、
環
境
対
策

課（
市
役
所
2
階
79
番
窓
口
）内
線
2

２
４
３
Fax（
５
２
４
）２
６
０
３
eka

nkyoutaisaku@
city.tachikaw

a.
lg.jp

へ

　市は、平成15年に発覚した不正入札事件等への
反省からコンプライアンスに関するさまざまな取り
組みを進めています。平成16年度には「立川市職員
倫理条例・規則」を制定し、市職員と利害関係者と
の禁止行為などを定めています（右イラスト参照）。
今年度はこれまでの取り組みを踏まえたコンプライ
アンス実施計画を策定しました。
●平成27年度コンプライアンス・業務点検月間を
実施　11月１日～ 30日は、市長の訓示や研修等を
通じて、職員のコンプライアンスの意識の醸成を
図っています。

イラストは禁止行為の一例です。また、禁止行為には例外があります。
くわしくは、市ホームページをご覧ください。

●利害関係者（抜粋）▶入札等に参加する資格を有する事業者等▶市と契約を結んでいる事業
者等や個人▶許認可を受けている、または申請中の事業者等▶補助金を受けている事業者等
や個人など

　コンプライアンス推進の観点から、市民の皆
さんなどから行政サービスに対するお礼(お菓子
など)を受け取ることはご遠慮しています。

問人事課・内線2573

第11回地域福祉
市民フォーラム
地域における
老いの準備・
暮らし方を考える

テーマ

　目白大学大学院客員教授・宮武 
剛さんによる基調講演「日本の社会
保障制度をめぐる動向」や、シンポ
ジウムを通して来場者の皆さんと
共に「地域における老いの準備・暮
らし方」を考えていきます。直接会
場へ 時11月21日㈯午後１時30分～
４時30分（午後１時開場）場 女性総
合センター１階ホール定196人(先着
順）
問南部西ふじみ地域包括支援セン
ター☎（540）0311 

コンプライアンスの推進に取り組んでいます
禁止行為の例

事業者等から、金銭や物
品、不動産の贈与を受け
ること

事業者等の利害関係者と
一緒に飲食をすること

事業者等の利害関係者と
一緒に旅行やゴルフ等を
すること

市民の皆さんへ

市
民
委
員
を
募
集

問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ


